
－
－ ）

適用削除の区分

×

×

×

×

×

×

× 前金払

×

○ 部分払

×

品名 数量

  分の　以内

中間前金払

令和　　年　　月　　日から（契約締結日の翌日）

令和　６年１１月２９日まで

３　請 負予 定 数 量 別紙事業内訳書のとおり。

銀行、発注者が確実と認める金融機関等の保証

公共工事履行保証証券による保証

　第４条第１項第３号

　第４条第１項第４号

　第４条第１項第５号

　第１５条

　第３５条第１項

　第３５条第３項

　第３８条

　第４０条

６　選　択　条　項 別冊約款中選択される条項は次のとおりである。

（選択されるものは○印、削除されるものは×印。）

選択項目 選択条項

　第４条第１項第１号

　第４条第１項第２号

２　事　業　場　所

契約保証金の納付

契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券の提供

国庫債務負担行為に係る契約の特則

森林環境保全整備事業（保育間伐活用型ほか　富山１）

富山県富山市　長棟国有林２０１へ林小班

１　事　　業　　名

履行保証保険契約の締結

（うち取引に係わる消費税及び地方消費税の額

５　請 負 予 定 金 額

４　事　業　期　間

森 林 環 境 保 全 整 備 事 業 請 負 契 約 書 （ 案 ）

品質規格 引渡予定場所

（注）国庫債務負担行為に係る契約にあっては別紙を添付する。

７　支給材料及び貸与物件

引渡予定月日

支給材料及び貸与品

６回以内



８　特約事項

【伐倒】における約款第３２条第８号（検査及び引渡し）は

測点等を利用した面積確定により行う。

　上記の事業については、発注者と請負者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、本契約

書及び令和6年4月19日付けで交付した国有林野事業製品生産請負事業請負契約約款によって

公正な請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。

　また、請負者が共同事業体を結成している場合には、請負者は別紙共同事業体協定書により契約

書記載の事業を共同連帯して請け負う。

　本契約の証として本書２通を作成し、当事者記名押印の上、各自１通を保有する。

発注者　住所 富山県富山市黒崎字塚田割５９１－２

氏名 分任支出負担行為担当官　富山森林管理署長　 鈴木　修

請負者　住所

氏名

令和　年　月　日



森林環境保全整備事業（保育間伐活用型ほか　富山１）

伐       倒

集  造  材

山 元 巻 立

ト ラ ッ ク 運 搬

国　　有　　林　　名

完    了（m3）

保　　安　　林 水源涵養 水源涵養

長　　　　棟

10.71 3.21

単
位
工
程
㎥

事　　業　　区　　分

林　　小　　班

人　　天　　別

面　　積（ha）

伐　　採　　種

伐　採　方　法

伐　採　率（％）

人 人

間伐 間伐

2,028.48

33

1,500

50

1,450

２０１へ①②

2,697

保育間伐活用型

定性間伐

1,500

1,500

462.23

66年 66年

33

合　　計

13.92

製　　　作（m3）

2,028.48

保育間伐存置型

２０１へ③

列状間伐

林　　　　齢

材　　　積（ｍ3）

本　　　数（本） 1,600 4,297

2,490.71

事業内訳書



　造　　材　　寸　　法　　書　
富山森林管理署

1 2 3 4 5

４．０ｍ ２．０ｍ ２．０ｍ～４．０ｍ

製材  合板 製材  合板 パルプ・チップ材

２．０ｍ～４．０ｍ

パルプ・チップ材

４．３ｍ ３．２ｍ ２．１ｍ ２．０ｍ

（良材）
一般用材

（良材）
一般用材

（良材）
一般用材 パルプ材

２．０ｍ

パルプ・チップ材

　　　・直材を優先とする。
　　　・延寸は１０ｃｍとする。
　　　・採材の最小径は、N・L  ６cmとする。
　　　・特殊採材は監督職員の指示によることとする。

　　　・この基準は市況動向等により変更することがある。

Ｌ

樹種 径級
優　　　先　　　順　　　位

１３以下

２０以上

１４以上

スギ
その他Ｎ

１８以下



 

 

保育間伐（活用型）特記仕様書 

 

１ 作業方法 
（１）伐採方法は別添事業内訳書により列状間伐によるものとし、列幅等は監督職員の指

示によるものとする。 
（２）事業区域において伐採木を存置する場合は、定性間伐（牛山式間伐方法）によるも

のとする。 
（３）有用広葉樹（※１）と植栽木が競争し、植栽木が劣勢の場合は植栽木を伐採する。 
（４）伐採点は局仕様書に準じ、残存立木を損傷しないよう伐倒方向に留意するものとす

る。 

 

２ 素材運搬 
（１）素材運搬を行う場合は、貨物自動車運送業法を遵守すること。 
（２）故意又は過失その他請負業者の責に帰する理由により、運搬中の物件を滅失又は損傷

した場合には森林管理署長の指示することに従い、その物件の代金を納付し、その損

害を賠償しなければならない。 

 

３ その他 
（１）水質汚染等の問題については、事業計画及び事業の実行の各段階において十分し、

周辺地域の環境保全に努めなければならない。請負者の責により汚濁等が発生した

場合は、請負者において汚濁等の除去及び防止並びに下流の関係者への説明を講じ

なければならない。 
（２）上記によりがたい場合は監督職員の指示に従うものとする。 

 

※１ 有用広葉樹とは、高木性の次の樹種とする。 

オニグルミ サワグルミ ドロヤナギ ハンノキ ケヤマハンノキ ウダイカンバ シラカバ 

ダケカンバ ミズメ アサダ クマシデ イヌシデ アカシデブナ イヌブナ ウバメガシ ク

ヌギ アベマキ カシワ ミズナラ コナラ イチイガシ アカガシ ツクバネガシ アラカシ 

ウラジロガシ クリ スタジイ ツブラジイ ケヤキ ハルニレ ヤマグワ ホオノキ コブシ 

クスノキ タブノキ カツラ ウワミズザクラ エドヒガン オオヤマザクラ カスミサクラ 

ヤマザクラ アズキナシ イヌエンジュ キハダ ハナノキ イロハモミジ オオモミジ ヤ

マモミジ コハウチワカエデ ハウチワカエデ ウリハダカエデ イタヤカエデ メグスリ

ノキ トチノキ アオハダ シナノキ ミズキ コシアブラ ハリギリ ハクウンボク シオジ 

ヤチダモ アオダモ キリ 

中部森林管理局管理経営の指針より抜粋 



保育間伐（存置型）特記仕様書 

 

１ 作業方法 
（１）伐採方法は別添事業内訳書により定性間伐（牛山式間伐方法）によるものとする。 
（２）有用広葉樹（※１）と植栽木が競争し、植栽木が劣勢の場合は植栽木を伐採する。 
（３）伐採点は局仕様書に準じ、残存立木を損傷しないよう伐倒方向に留意するものとす

る。 
（４）かかり木となった伐採木は、できる限り外し倒伏させるものとする。倒伏出来ない

場合はテープ等で表示し、周囲より確認できるようにする。 
   歩道及び林道付近では、通行に支障のないよう伐倒木を取り除くものとする。 

 

２ その他 
（１）上記によりがたい場合は監督職員の指示に従うものとする。 

 

 

 

※１ 有用広葉樹とは、高木性の次の樹種とする。 

オニグルミ サワグルミ ドロヤナギ ハンノキ ケヤマハンノキ ウダイカンバ シラカバ 

ダケカンバ ミズメ アサダ クマシデ イヌシデ アカシデブナ イヌブナ ウバメガシ ク

ヌギ アベマキ カシワ ミズナラ コナラ イチイガシ アカガシ ツクバネガシ アラカシ 

ウラジロガシ クリ スタジイ ツブラジイ ケヤキ ハルニレ ヤマグワ ホオノキ コブシ 

クスノキ タブノキ カツラ ウワミズザクラ エドヒガン オオヤマザクラ カスミサクラ 

ヤマザクラ アズキナシ イヌエンジュ キハダ ハナノキ イロハモミジ オオモミジ ヤ

マモミジ コハウチワカエデ ハウチワカエデ ウリハダカエデ イタヤカエデ メグスリ

ノキ トチノキ アオハダ シナノキ ミズキ コシアブラ ハリギリ ハクウンボク シオジ 

ヤチダモ アオダモ キリ 

中部森林管理局管理経営の指針より抜粋 

 









　

切土勾配 垂直～6分(土質により検討)

盛土勾配 1 ：１.２

伐開・除根区域
概ね　5.0m 以下

有機物の多い表土

幅員 3.0m 以下

　切土高　1.5m 以下

森林作業道標準横断図

断面の横断勾配 水平～谷側をわずかに低く

盛土高　1.5m 以下

地山

有機物の多い表土

表土を用いて盛土のり面保護工を行う場合は、
地山を概ね３０㎝の層ごとにバケット等で締固
める際に土羽表面に挟み込む。



特 記 仕 様 書

（林地保全に配慮した施業推進）

森林作業道を作設する場合の製品生産事業の実行にあたっては、特記仕様書（森林作業道作

設）及び森林作業道作設指針に沿って実施しているところであるが、林地保全に配慮した施業

を担保するため、次に掲げる事項を定めるものとする。

（１）請負者は、森林作業道作設指針に即して特記仕様書（森林作業道作設）を遵守しなけれ

ばならない。

（２）請負者は、作設する森林作業道の路線計画を明示した図面を含めた事業計画を森林管理

署長等に提出し、その確認を受けなければならない。

（３）請負者は、（２）で確認を受けた森林作業道の計画に変更が生じたときは、その変更内

容について森林管理署長等に提出し、その確認を受けなければならない。

（４）森林管理署長等は、路線計画と異なる森林作業道を施工した場合等、請負者の責に帰す

べき事由により、林地崩壊が発生し又は発生する可能性が高い等の林地保全上特に問題

があると認めるときは、請負者の負担において盛土の転圧、排水溝の設置等の必要な措

置を命じることができる。この場合において、請負者は森林管理署長等の命に応じ、必

要な措置を講じなければならない。

- 1 -



 

別紙様式８ 

(用紙 A4) 

事業計画に関する技術提案 

（事業名：森林環境保全整備事業（保育間伐活用型ほか 富山１）） 

会社名：（株）○○建設 

 

□ 標記の技術提案については以下のとおり提案します。なお、認められない場合には、標準案に基

づき実施します。 

□ 標記の技術提案については以下のとおり提案します。なお、認められない場合には、入札参加を

希望しません。 

□ 標記については、標準案に基づき実施します。 

※ いずれかを■にすること。 

 

項  目 

 

具体的な対策方法等 

 

事業計画上の考慮事項
についての工夫・提案 
 
 
工程管理についての工
夫・提案 
 
環境に配慮した路網の
作設についての工夫・
提案 
 
品質管理についての工
夫・提案 
 
 
安全管理についての工
夫・提案 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
              
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（備 考）  
１ 受注者は上記の提案について、誠実に対応するものとする。 
２ 原則として、各項目の施工上の工夫・提案に関して入札公告、入札説明書及び工事仕様書で要

求されている性能等を超える具体的で明確な提案（「努める」「努力する」等の曖昧な提案では
ないもの）を記載することとし、２枚程度までとする。 

３ 参考図書を添付する場合は、別に２枚程度までとする。 

 

 

 

 

 

 

 



森林環境保全整備事業（保育間伐活用型ほか　富山１）

位置図

保育間伐活用型

保育間伐存置型



森林環境保全整備事業（保育間伐活用型ほか　富山１）

位置図

保育間伐活用型

保育間伐存置型

201へ①

201へ②

201へ③


